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Ⅰ．実施内容 
 

 １ 健診実施から報告までの運用について（下記図参照） 
 

  （１）小児生活習慣病とは 
     現在、日本では肥満、高血圧、高脂血症、心筋梗塞、糖尿病といった生活習慣病が子ども達の間に拡がっ

てきています。 

小児生活習慣病の一般的な概念は「成人になったときの状態を考慮しながら、小児期から治療や管理を 

しなければならない疾患」となっており、厚生労働省では「小児期のライフスタイルの改善等により予防 

し得る病気である」としています。 

別府市では肥満度 30％以上の肥満児だけを対象とした血液・生化学検査を行っていましたが、真の意味 

     での生活習慣病予防検診とはなっておらず成人になってからの予防では遅く、小児期からの生活習慣病予防 

     に対する健康教育が必要であるため、小学４年生と中学２年生全員を対象とした小児生活習慣病予防健診を 

実施するようにしました。 

 

  （２）対象者 

別府市内在住の小学校４年生（８２０名）中学校２年生（８７０名）の希望者 
 

（３）健診項目 
    問診・身体計測（身長・体重・ＢＭＩ及び肥満度） 

血圧測定（注：小学校４年生についてはマンシェットのフィッティングに注意） 
血液生化学検査 ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール・中性脂肪・ＧＰＴ・ＧＯＴ 
尿酸・白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット値・ＨｂＡ１Ｃ 
色覚検査（希望者のみ）※中学２年生のピロリ菌検査は別紙マニュアルをご覧ください。 

腹囲測定（中学２年生任意）※小児生活習慣病研究のデータの収集目的にて実施 

 

（４）実施期間 

    令和７年７月１日～９月３０日 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－１－ 



 

 

Ⅱ．医療機関での事務 
 

 １ 問い合せへの対応 

健診の受診を希望する方から事前に問い合わせがありましたら、健診が可能な日時、持参する書類の内

容等をお知らせして下さい。 

 

２ 当日の受付事務 

（１）受診に必要な書類の確認 

・健診受診対象者には、健康推進課及び別府市教育委員会から、受診する問診・健康票等の書類が 

受診者へ事前に配布されています。 

・健診当日は、下記の書類を受け取ってから健診を実施して下さい。 

      健診票（様式１号）（成長曲線が記載されている用紙：Ａ３サイズ） 

       ※持参していない場合は予備として若干数健診票（様式１号）を配布いたしますが、下記（２） 

本人確認（資格確認）を必ず行って下さい。 

（２）本人の確認（資格確認） 

      住民票の確認（住民票が別府市にあるか聞いて下さい。） 

生年月日が判る物（保険証・母子手帳等） 

      ・小学校４年生 平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生まれ 

      ・中学校２年生 平成２３年４月２日～平成２４年４月１日生まれ 

  （３）色覚検査の意思確認 

     色覚検査については必ず保護者に「希望する」、「希望しない」の確認を取って下さい。 

 

  （４）腹囲測定（中学２年生任意）について 

     小児生活習慣病研究データ収集目的に実施します。ご協力いただける方のみの実施となります。 

     意思確認欄の「希望する」、「希望しない」の確認を取って下さい。 

 

  （５）個人情報取得のための同意書について 

     小児生活習慣病研究データ収集目的に実施します。条件を満たし同意を得られる方のみ実施となり 

ます。※マニュアル７ページ参照 

  

３ 健診終了後の事務 

（１）健診票（様式１号）の記載確認 

すべての健診が終わりましたら、健診票（様式１号）に記載もれがないか十分に確認して下さい。

健診結果は医療機関で渡し説明をします。受診後、約１０日～１４以内に結果をお返ししますので 

必ず来院するようにお伝え下さい。健診費用については無料ですので徴収しないようにして下さい。 

 

  （２）健診費用の請求と支払 

 ①健診費用の請求 

       健診費用の請求は、別府市医師会から実施医療機関へ健診期間終了後（10月上旬）に一括して 

      請求明細チェックリスト（様式２号下記参照）を実施医療機関に送付し、チェックしていただいた 

      後、児童・生徒の生活習慣病予防健診料請求内訳（様式３号）にて別府市医師会を通じ別府市の 

      担当課へ請求いたしますので、人数と金額をチェックして１０月末までに別府市医師会へ提出して 

下さい。期間が延長した場合は再度締め切りをご連絡いたします。 

 

 

 

 －２－ 



 

 

    ②健診費用の支払 

別府市医師会を通じ別府市へ請求した分につきましては一端、別府市医師会が総額を受け取り、 

      実施機関が指定した口座（できれば市がん検診と同じでお願いします。）にお支払いします。下記 

表①については検査請求明細書に載って請求されます。②については別途請求書があります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）データ管理（個人情報の適切な管理） 

 

      受診者の健診データは、その他の医療情報と同様に重要な個人情報です。健診業務の実施に当たっ

ては、記録の漏洩を防止するとともに、事業に携わる担当者には守秘義務を課すなど、契約で示され

る個人情報取扱注意事項、関係法令、「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイ

ドライン」（令和 7年 6月 1日最終改正及び施行）に則った適切な管理をお願いします。 

 

Ⅲ．健診実施の流れ 

１ 児童・生徒の生活習慣病予防健診（小学４年生、中学２年生の健康チェック）実施の流れ 

 

  （１）属 性 

    健診票（様式１号）の属性部分はあらかじめ保護者が記載してくるため、記載もれがないか 

確認して下さい。特にフリガナ・名前・住所・保護者氏名・連絡先等については記載もれがないこと 

を十分に確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

健診料 

別府市委託料 小学４年生・中学２年生  ６，１６０円（税込み） 

※令和６年度より、金額変更となっています。 

１名につき 

６,１６０円（税込み） 

別府市委託料 採血のみ未実施の場合  ３，３００円（税込み） 

１名につき 

３,３００円（税込み） 

検査料 

①血液検査料 

中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール 

ＧＯＴ（AST）・ＧＰＴ（ALT）・尿酸・ 

血液一般（白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット値） 

ＨｂＡ１Ｃ 

１名につき 

１,０７８円（税込み） 

手数料 

②入力・請求データ処理手数料 

ａ．入力手数料（６０５円（税込）/１名） 

  ・属性・問診情報入力（フリーハンド入力） 

・血液検査結果取込み 

・ＣＳＶデータ作成・出力 

ｂ．請求データ処理手数料（２２０円（税込）/１名） 

・各実施医療機関別請求データ集計 

・報告書作成 

・チェックリスト明細書作成 

１名につき 

８２５円（税込み） 

－３－ 

 



 

 

（２）問 診 

      健診票（様式１号）をあらかじめ保護者が記載してくるため質問項目に沿って、現病歴、体調、 

     生活習慣等（①～⑬）を確認し、未記入等があれば医療機関で確認して訂正・記入して下さい。 

 
  （３）身体計測 

      身長、体重の計測を行います。（肥満度・ＢＭＩの計算は自動計算します。 

別紙３肥満傾向児・痩身傾向児の出現率の算出・判定方法をご参照下さい。 

 

  （４）血圧測定 

血圧計により、収縮期、拡張期血圧を測定します。 

  収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg以上の場合は、受診者に数回深呼吸をさせた後、 

もう一度測定して下さい。（別紙１小児生活習慣病血圧基準値について参照） 

また、腕が細い児童・生徒は小児用のマンシェットでフィティングに注意して測定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

  （５）色覚検査（希望者のみ） 

      色覚検査については必ず保護者に「希望する」、「希望しない」の確認を取って下さい。 
 

身長・体重・腹囲は 

小数点第１位まで記入 

して下さい。 

血圧の結果を 

記入して下さい。 

 

－４－ データ収集にご協力いただける方がいました

ら腹囲を記入して下さい。 



 

 

（５）色覚検査（希望者のみ） 

     医師会より配布された色覚検査表の判定基準に従い検査し、所見がある場合は別紙様式１０号「色覚 

検査で所見が認められた方へ（市内眼科医療機関記載）」をお渡しして、精密検査依頼書（様式４号、 

５号、６号）を保護者へ渡し、眼科医療機関を紹介して下さい。 

 

 

 

 

 

 

（６）血液検査 

項目については下記の通りです。 

 

中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール・ＧＯＴ（AST）・ＧＰＴ（ALT）・尿酸 

血液一般（白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット値）・ＨｂＡ１Ｃ 

       

      生化学用真空採血管（茶色）及び血液一般用真空採血管（紫色）の２本採って下さい。 

     採血量については下記の通りです。 

・生化学用真空採血管（茶色）は５ｍｌ 

 ・血液一般用真空採血管（紫色）は２ｍｌ 

     依頼方法は健診票（様式１号）及び同一検査依頼書（小児専用）と検体を一緒に集配便に預けて 

下さい。別紙４）児童・生徒の生活習慣病予防健診とピロリ菌検査の検査依頼方法を参照 

 

     ※血液検査はデータ管理上原則として医師会地域保健センター（ＢＭＬ）をご利用下さい。 

 

（７）成長曲線 

    成長曲線については保護者が記入してくるので記載しなくて結構ですが、【成長曲線判定】があり

ますので、記載のない場合は必ず保護者へ記入をお願いして下さい。判定につきましては、成長 

曲線のみかた（別紙５参照）にて確認をお願い致します。また、当日の身長・体重の結果により 

記載も可能です。 

 

 

 

 

 

結果をチェック

して下さい。 

－５－ 

 

希望しない場合はここにチェックがありますので無理に勧めないで下さい。 

 

判定をチェック 

して下さい。 

 



 

 

２ 健診終了後の受診者への説明 

健診結果は小児生活習慣病対策専門委員会の判定基準（別紙２－１～２）を基に総合判定し、 

約１０日～１４日以内に実施医療機関へ１部控えと保護者用報告書として１部お返しいたしますので、 

保護者へ結果の説明をお願いいたします。その際に「小学４年生・中学２年生の健康チェックを 

お受けになった方へ」（下記参照）を結果報告書と一緒にお渡しください。 

また、問診②「体の調子はよいですか？」の中学２年生女子のみの回答で、日常生活に支障が 

ある場合は専門医の受診を促して下さい。 

 なお、血液検査結果により緊急を要する場合は精密検査依頼書（様式４号、５号、６号）を保護者へ 

渡し、精密医療機関（別府医療センター・西別府病院・鶴見病院）を紹介して下さい。その際に精密 

検査依頼書（様式４号）を医師会へＦＡＸして下さい。（緊急対象者の把握のため FAX 番号:26-4001） 

 なお、精密検査結果は小児生活習慣病対策専門委員会へ届きますのでその際は依頼された実施医療 

機関へ複写をお送りいたします。 

 

【血液検査結果票】                            【健診結果票】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学４年生・中学２年生の健康チェックをお受けになった方へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【健康チェックを受けられた方へ】※結果説明の予約時にご使用下さい。 

 

 

 

 

 

－６－ 

 

 

  

 



 

 

Ⅳ．個人情報同意書の取得の流れ 

 

  １ 個人情報同意書の取得の流れについて 

     

（１） 令和４年度より小児生活習慣病研究のデータ収集目的にて、保護者の方の生年月日を 

同意のもと取得することとなりました。データ収集目的は下記依頼書を参照して下さい。 

 

（２） 同意書記入依頼の前に、小児健診受診者の保護者へ健診受診歴チェック表（下記参照）を渡して、

健診受診歴チェック表に回答してもらう。回答内容によって取扱方法が決まってきますので、 

下記：個人情報取扱同意書記入依頼の流れ(フローチャート)についてを参照して下さい。 

 

（３） 同意書の医療機関保管用がなくなりましたら、別府市医師会地域保健センターへ電話連絡を 

お願い致します。必要枚数を集配便にて送らせていただきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７－ 



 

  
－８－ 



 

 

小児生活習慣病研究のデータ収集協力のお願い（依頼書） 
 

【データ収集目的】 

生活習慣が原因で起こる「生活習慣病」ですが、今や大人だけでなく、子どもにも身近なものとなっています。

予防には食生活を始めとする子どもの頃からの生活習慣がとても大切で、その先の一生の健康を左右するともい

われています。また、生活習慣は親から引き継がれることが多く、肥満だけでなく痩せすぎも身長の伸び悩みや

ホルモンバランスの乱れなど成長へ悪影響を及ぼすリスクがあり、注意が必要です。 

  子どもの頃に備わった食べ物の好みや生活習慣は、そう簡単に変えられるものではありません。 

そこで、子どもの生活習慣病の予防には保護者の協力がとても大切です。食事や運動、生活スタイルなどを今

一度見直し、子どもの未来の健康を守っていくということから児童生徒と保護者の生活習慣病危険因子等の相関

をみるためのデータ収集を実施していきたいと考えています。 

 

【収集データ】 

 別府市医師会地域保健センター（以下「当センター」といいます。）及び別府市内の各医療機関（特定健診等）

で健康診断受診歴のある児童生徒の保護者の生年月日の御記入をお願いいたします。保護者は、児童生徒と同居 

している父・母をいいます 

 なお、当センター及び別府市内の各医療機関にて健康診断の受診歴がない保護者は、データ収集の対象外と 

なりますので、同意書への生年月日の御記入・提出は必要ありません。 

 

【説明事項 個人情報保護について】 

1 当センターでは、得られた収集データにつきましては、厳重に保存いたします。 

2 データ収集に同意をいただいても、いつでも撤回は可能です。 

3 得られた収集データは、研究のために匿名化したデータを二次利用させていただくことがあります。 

4 得られた情報は、研究以外の目的で使用いたしません。 

 

 

研究代表者 

別府市医師会地域保健センター 

施設長 岡田 豊和 

別府市医師会小児生活習慣病対策専門委員会 

 委員長 松本 重孝 

連 絡 先 

                   別府市西野口町１５番３３号 

                   別府市医師会地域保健センター 

電 話 

                   0977(23)2279 

 

※この依頼書は同意書と共に保存してください。 
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同 意 書 
 

私は、依頼書(別紙)のデータ収集目的・収集データ・説明事項を読み、十分に理解しましたので、小児生活習

慣病研究のデータ収集について、私及び私の子（氏名             ・    年  月  日生）

の個人情報を利用することを同意いたします。 

 

 

 

【説明事項 個人情報保護について】 

１ 当センターでは、得られた収集データにつきましては、厳重に保存いたします。 

２ データ収集に同意をいただいても，いつでも撤回は可能です。 

３ 得られた収集データは、研究のために匿名化したデータを二次利用させていただくことがあります。 

４ 得られた情報は、研究以外の目的で使用いたしません。 

 

 

 

令和 年  月  日 

 

署  名                      

生年月日 西暦     年    月    日 

 

 

 

 

研究代表者 

別府市医師会地域保健センター 

施設長 岡田 豊和 

別府市医師会小児生活習慣病対策専門委員会 

委員長 松本 重孝 

連 絡 先 

                   別府市西野口町１５番３３号 

                   別府市医師会地域保健センター 

電 話 

                   0977(23)2279 

 

※この同意書は、依頼書と共に保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１０－ 



 

 

同 意 撤 回 書 
 

別府市医師会地域保健センター施設長 殿 

 

私      は、    年  月   日、「小児生活習慣病研究のデータ収集」への協力依頼について同意

いたしましたが、同意を撤回することにいたしました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

署  名                      

 

※同意の撤回は、原則として同意書に署名した人が行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

「小児生活習慣病研究のデータ収集」への協力依頼についての同意の撤回を確認しました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

確 認 者 

 

所  属                         

 

氏    名 

（自署）                        
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Ⅴ. 肥満予測ポイントシステムについて 
 

「肥満予測ポイントシステムについて」 

    別府市児童・生活習慣病健診小学４年生の過去データ（2011年から 2019年）を用いて作成された 

肥満発症予測ツールを導入致します。こちらのツールは大分大学公衆衛生・疫学講座教授 斉藤 功  

先生に作成していただき、日本衛生学会の英文雑誌に論文が掲載されています。 

アンケート(健診票)により、現在の子供さんの肥満率とアンケートにて選択した生活習慣や家族 

歴などの回答の中から選択された危険因子ごとにポイントを付け、ポイントの合計数によって 

将来の肥満発症を予測するものです。 

 

ポイントが多いほど将来肥満になるリスクが高くなり、９点以上がハイリスクとなります。 

ポイントが９点以上の方は食生活や運動など生活習慣の見直しをお勧めします。 

 

ただし、これは現在肥満率１０．０％～１９．９％未満の軽度肥満の子供さんが将来肥満となる 

リスクを判定するものですので、現時点で肥満がない場合やすでに肥満率２０％以上の肥満がある

場合には判定の対象ではないためポイントがつきません。あくまでも現時点で軽度の肥満傾向のあ

る子供さんが将来肥満になりやすいかどうかの判定基準となります。 

     

    表記目的は、食生活や運動などの生活習慣に対しての指導に役立ていただくために参考値として結

果表へ記載します。 

 

【結果表への肥満予測ポイントシステム表記場所】 

 

【肥満予測ポイントシステム：実施医療機関説明用】  【肥満予測ポイントシステム：受診者説明用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

※受診者説明用は、対象児の結果表へホッチキス 

止め致します。 

－１２－ 

 



 

 

Ⅵ．家族性高 LDL コレステロール血症（FH）の方への 

遺伝子検査実施について 

 

「導入経緯」 

   令和５年度第２回小児生活習慣病対策専門委員会にて、別府市の児童・生徒の生活習慣病予防健診 

に今現在、香川県が取り組んでいます小児生活習慣病予防健診事業における二次検査で実施の“遺伝子 

検査”の導入を検討していただきたいという主旨のもと、当時、大分県福祉保健部理事兼審議監：藤内 

修二様よりご講演がありました。 

   家族性高コレステロール血症については、遺伝性代謝疾患の中でも最も多く、コレステロールの 

代謝に関わる遺伝子の変異で、コレステロール値が高く、早期に心臓の冠動脈に動脈硬化を起こす 

遺伝性疾患であり、親、兄弟、叔父、叔母などにも同様に若い頃から心疾患を発症していることが 

特徴です。早期に発見し治療につなげ、また親や兄弟の病気も見つかることもあり、家族全体における 

心疾患発症予防ができます。※香川県では３００人の親子が診断 

   この講演を聞き、別府市の児童・生徒の生活習慣病予防健診に遺伝子検査の導入をすることとなりました。 

 

  香川県及び小児 FH診断ガイドライン 2022を基に別府市の現行システムに合わせた【LDLコレステロール 

結果値別対応の流れ（フローチャート）】を作成。フローチャートに沿ってご対応の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記フローチャートに基づき、各実施医療機関にて過去の小児健診で脂質異常にて管理中の対象児で 

  遺伝子検査考慮対象となる児に対しても同様に遺伝子検査対応していただけます。 
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